
 事  務  連  絡 

平成29年11月15日 

 

 

都道府県・指定都市・中核市  

動物愛護管理主管部（局）御中  

 

 

環境省自然環境局総務課動物愛護管理室  

 

 

アニマルウェルフェアに配慮した家畜の飼養管理の基本的な考え方について 

 

 

日頃より動物愛護管理行政の推進につきまして、ご理解ご協力を賜り厚く御

礼申し上げます。標記について、別添のとおり、農林水産省生産局畜産部畜産振

興課長より通知がありましたので、お知らせするとともに、必要に応じて関係部

局との連携等ご対応方よろしくお願いします。 



２９生畜第７９４号

平成２９年１１月１５日

環境省自然環境局

総務課長 殿

農林水産省生産局

畜産部畜産振興課長

アニマルウェルフェアに配慮した家畜の飼養管理の基本的な考え方について

「動物の愛護及び管理に関する法律」（昭和48年法律第105号）等に基づく産業動物の

取扱いについては、法の趣旨を踏まえ、（公社）畜産技術協会等が作成している「アニ

マルウェルフェアの考え方に対応した家畜の飼養管理指針」の普及啓発を進めていると

ころです。

今般、同協会が「アニマルウェルフェアの考え方に対応した家畜の飼養管理指針」に

基づく飼養管理の実施状況について調査した結果、給餌や給水等基本的な項目は、ほぼ

全ての農家で概ね適切に行われていたものの、同指針で推奨している方法とは異なる飼

養管理が行われている項目も一部見られる状況がありました。

このため、アニマルウェルフェアに配慮した飼養管理を広く普及・定着させるため、

改めて同指針の基本的な考え方を整理することとし、都道府県に対し管理者及び畜産関

係者への周知を別添のとおり依頼することとしました。

ついては、貴職におかれても、都道府県等の関係部署に対し周知いただくよう、よろ

しくお願いします。

KAWAGO06
下線

KAWAGO06
テキストボックス
別添
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２ ９ 生 畜 第 ７ ９ ４ 号

平成２９年１１月１５日

地方農政局生産部長

北海道農政事務所長 殿

内閣府沖縄総合事務局農林水産部長

（農林水産省）生産局畜産部畜産振興課長

アニマルウェルフェアに配慮した家畜の飼養管理の基本的な考え方について

我が国では、これまで、専ら健康、生産性の向上及び栄養に着目した家畜の飼養管理

の適正化が図られてきた。しかし、近年、家畜の感受性を理解し、その生態や欲求を妨

げることがないよう、アニマルウェルフェアに配慮した家畜の飼養管理が求められるよ

うになっている。

、 （ ） 、「 」 、また 我が国も加盟する国際獣疫事務局 OIE では 陸生動物衛生規約 において

アニマルウェルフェアに関する勧告が順次採択されてきた。

このような潮流の中で、農林水産省は、アニマルウェルフェアに配慮した家畜の飼養

管理（家畜の快適性に配慮した飼養管理）を行うことにより家畜のストレスや疾病を減

らすことは、畜産物の生産性や安全の向上にもつながることから、アニマルウェルフェ

アの考え方を踏まえた（公社）畜産技術協会による「アニマルウェルフェアの考え方に

対応した家畜の飼養管理指針」の策定等を支援するとともに、その普及を図ってきたと

ころである。

しかし （公社）畜産技術協会が同指針に基づく飼養管理の実施状況について調査した、

、 、 、結果 給餌や給水等基本的な項目は ほぼ全ての農家で概ね適切に行われていたものの

同指針で推奨している方法とは異なる飼養管理が行われている項目も一部見られる状況

であった。

今後、畜産物の輸出拡大に向け、また、2020年東京オリンピック・パラリンピック競

技大会においても、持続可能性に配慮した畜産物の調達基準で快適性に配慮した家畜の

飼養管理が求められていることから、我が国におけるアニマルウェルフェアに配慮した

飼養管理の水準の向上を更に図っていく必要がある。

ついては、アニマルウェルフェアに配慮した飼養管理を広く普及・定着させるため、

改めて同指針の基本的な考え方を整理したものを下記のとおり示すので、貴局管内の都

道府県に周知するとともに、管理者及び畜産関係者への周知を依頼されたい。

なお、都道府県に対しては、各都道府県の生活衛生・環境部局等とも連携して周知を

図るよう併せて要請ありたい。
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記

１ アニマルウェルフェアの定義等

OIEによる勧告では、アニマルウェルフェアについて 「動物がその生活している環、

境にうまく対応している態様をいう。動物は （科学的証拠が示しているように）健康、

で、快適で、栄養豊かで本来の生態を発現できている場合であって、痛み、恐れ、苦

痛等の不快な状態を経験していないときには、良好なウェルフェアの状態にある」と

定義している。

また、同勧告ではアニマルウェルフェアに役立つ指針として 「５つの自由 （①飢、 」

え、渇き及び栄養不良からの自由、②恐怖及び苦悩からの自由、③物理的及び熱の不

、 、 、 ）快からの自由 ④苦痛 障害及び疾病からの自由 ⑤通常の行動様式を発現する自由

が示されている。

これら５つの自由が全ての動物においての基本的な理念であることを踏まえ、動物

の愛護及び管理に関する法律（昭和48年法律第105号）第２条第２項に「何人も、動物

を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適

切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養

又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない」と基本原則が規定されて

いる。

２ ５つの自由の確保

家畜の飼養管理における「５つの自由」を確保するための対応は、以下のとおりで

ある。家畜が良好なウェルフェアの状態にない場合、特定のストレス行動を始めとす

る異常行動の発現、乳量及び産卵率の低下、外貌の変化、疾病の罹患率や死亡率の上

昇等が生ずることがある。このため、家畜の観察を少なくとも１日１回は実施し、こ

れらの兆候が確認された場合には、原因の特定に努め、その改善を図ること。

なお、以下の各項目に示す対応は、別の項目に示す自由を確保するための対応とし

ても有効なものである。

（１）飢え、渇き及び栄養不良からの自由

家畜の発育段階等にあわせ、各畜種ごとの栄養学的要求を考慮し、生理学的要求

を満たす適切な量と質のバランスが取れた採餌を家畜が行えるよう努める。期待さ

れる成長曲線から逸脱した体重の変化及び急激な減少は、疾病や良好なウェルフェ

アの状態にない可能性を示すので留意する。

飼料については、家畜の健康に悪影響を与えるものが存在しないか必要に応じて

検査し、汚染や劣化を最小限に抑えて保管する。

（２）恐怖及び苦悩からの自由

突然の予期せぬ騒音にさらす等の家畜の不適切な取扱いは、家畜に恐怖と苦悩を

引き起こすことがあることを考慮する。各種施設や機器は、騒音が最小限となるよ

う維持・管理する。
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（３）物理的及び熱の不快からの自由

家畜にとって快適な温度域は、品種や発育段階等により異なる。このため、飼養

する家畜にあわせた暑熱対策や寒冷対策を行い、適温の維持に努める。アンモニア

等有害物質の畜舎内の過度な滞留は、呼吸の不快感や疾病の原因となるので、その

低減に努める。

（４）苦痛、障害及び疾病からの自由

飼養管理の円滑化、飼養者の安全若しくはアニマルウェルフェアの改善（例えば

牛の除角、去勢、蹄の手入れ 、又は特定の治療（例えば、牛の子宮脱）のために家）

畜に外科的・非外科的処置を行う場合、処置が適切に行われなければアニマルウェ

ルフェアが損なわれることを考慮し、若齢時に実施する又は獣医師の指導の下で麻

酔や鎮痛剤を使用する等により、家畜の苦痛を緩和するよう努める。また、外科的

処置については、家畜への苦痛の少ない代替方法の採用を検討する。

（５）通常の行動様式を発現する自由

家畜を群飼する際には、群内の家畜同士の社会的相互作用を考慮する。多くの品

種では家畜同士で優劣の序列をつける習性があることから、群内の家畜同士が敵対

し緊張感が徒に増すことがないよう、群の構成に留意する。また、高い密度での飼

養は怪我の発生を増やし、摂食・摂水、運動、休息等の行動に悪影響を与える可能

性があることに留意する。

畜舎は、①突起物等家畜が怪我をする原因がない構造であること、②清浄性を保

つため清掃・消毒ができること、③床面は排水がよく、表面が乾燥しやすいもので

、 、 、あり その材質は滑りにくいものであること ④家畜が容易に休息姿勢をとったり

立ち上がったりすることができ、家畜が休息する際の十分なスペースが確保されて

いること、に留意する。

また、各飼養畜種の習性に応じた十分な光量が確保されるよう、自然光に加え、

照明を適切に使用することにより家畜に不快感を生じさせないよう配慮する。

３ 家畜の飼養管理に携わる者の責務

家畜の飼養管理に携わる者（管理者及び飼養者）は、その役割や責任に応じ、家畜

の飼育方法や防疫措置とともに、家畜の行動、病気の一般的兆候、ストレス、痛み、

不快感等の良好なウェルフェアの状態にない場合の把握方法やその改善方法を理解す

る必要がある。

４ その他

各畜種における詳細な飼養管理方法等については （公社）畜産技術協会が公表して、

いる「アニマルウェルフェアの考え方に対応した家畜の飼養管理指針」及びOIEの「陸

生動物衛生規約」を参考にすること。

なお、現在、同協会において家畜輸送等に関する指針を検討中であることから、策

定後は同指針を参考にされたい。



（参考）

「アニマルウェルフェアの考え方に対応した家畜の飼養管理指針」

に基づく飼養管理の実施状況調査結果（概要）

「アニマルウェルフェアの考え方に対応した家畜の飼養管理指針」に基づく飼養管

理の実施状況について把握するため （公社）畜産技術協会が同指針のチェックリス、

ト（自己点検シート）を活用して生産者により行われた自己点検の実施状況を取りま

とめた結果のうち、主な項目の概要は以下のとおり。

、 、 。なお 調査結果全体については 同協会のウェブサイトに掲載することとしている
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１．乳用牛（回答数1,968件／4,704件）

（１） 除 角（実施している場合はお答え下さい）

・除角を行う際は、牛に過剰なストレスを与えないように、可能な限り苦痛を感

じさせない方法で実施し、必要に応じて獣医師等の指導の下、麻酔薬や鎮痛剤

の使用を検討していますか

は い いいえ 無回答 合 計

件 数 1,072 742 154 1,968

割 合 54.5％ 37.7％ 7.8％ 100％

・除角は、角が未発達の時期（遅くとも生後２ヶ月以内）に実施していますか

は い いいえ 無回答 合 計

件 数 931 894 143 1,968

割 合 47.3％ 45.4％ 7.3％ 100％

・除角実施後は牛を注意深く観察して、化膿等の恐れがある場合には、必要に応

じて治療等の適切な処置を行っていますか

は い いいえ 無回答 合 計

件 数 1,753 80 135 1,968

割 合 89.0％ 4.1％ 6.9％ 100％

（２）断 尾

・断尾は実施せず、それ以外の方法で牛体や乳房の汚れを防止していますか

は い いいえ 無回答 合 計

件 数 1,516 397 55 1,968

割 合 77.0％ 20.2％ 2.8％ 100％

（３）分 娩

・床面が滑りにくく、平面で乾燥した分娩スペースはありますか

は い いいえ 無回答 合 計

件 数 1,345 576 47 1,968

割 合 68.3％ 29.3％ 2.4％ 100％
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（４） 病気、事故等の措置

・治療を行っても回復の見込みがない場合は、獣医師に相談の上 「動物の殺処、

分方法に関する指針（平成７年総理府告示第40号 」に準じた適切な方法（でき）

る限り動物に苦痛を与えない方法）での安楽死の処置を検討していますか

は い いいえ 無回答 合 計

件 数 1,693 206 69 1,968

割 合 86.0％ 10.5％ 3.5％ 100％

（５）牛 舎

・繋ぎ飼い方式の場合、牛を運動させる機会がありますか

は い いいえ 無回答 合 計

件 数 976 619 373 1,968

割 合 49.5％ 31.5％ 19.0％ 100％

（６）その他

・農場における火災や地震、浸水、道路事情による飼料供給の途絶等の緊急事態

に対応するための検討や、危機管理マニュアル等（連絡網等）を作成していま

すか

は い いいえ 無回答 合 計

件 数 948 919 101 1,968

割 合 48.2％ 46.7％ 5.1％ 100％
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２．肉用牛（回答数506件／1,000件）

（１） 除角・去勢・鼻環（実施している場合はお答え下さい）

、 、 、・除角を行う際は 獣医師等の指導の下 牛に過剰なストレスを与えないように

可能な限り苦痛を感じさせない方法で実施していますか

は い いいえ 無回答 合 計

件 数 338 47 121 506

割 合 66.8％ 9.3％ 23.9％ 100％

・除角は、生後２ヶ月以内に実施していますか

は い いいえ 無回答 合 計

件 数 62 310 134 506

割 合 12.2％ 61.3％ 26.5％ 100％

・去勢を行う際は、獣医師等の指導の下、可能な限り苦痛を感じさせない方法で

実施していますか

は い いいえ 無回答 合 計

件 数 431 21 54 506

割 合 85.2％ 4.2％ 10.6％ 100％

・去勢は、生後３ヶ月以内に実施していますか

は い いいえ 無回答 合 計

件 数 119 334 53 506

割 合 23.5％ 66.0％ 10.5％ 100％

・鼻環を装着する際は、獣医師等の指導の下、可能な限り苦痛を感じさせない方

法で、適切な場所に装着していますか

は い いいえ 無回答 合 計

件 数 398 46 62 506

割 合 78.7 9.1 12.2 100％
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（２） 給餌・給水

・ビタミンＡ制御を行う場合、ビタミンＡ欠乏が起こらないように制御時期と給

与量について十分注意を払い、飼料給与計画を立てていますか

は い いいえ 無回答 合 計

件 数 397 78 31 506

割 合 78.5％ 15.4％ 6.1％ 100％

（３）その他

・農場における火災や浸水、道路事情による飼料供給の途絶等の緊急事態に対応

するため、危機管理マニュアル等（連絡網等）を作成していますか

は い いいえ 無回答 合 計

件 数 218 256 32 506

割 合 43.1％ 50.6％ 6.3％ 100％
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３．豚（回答数483件／990件）

（１）歯切り（実施している場合はお答え下さい）

・歯切りは、生後７日以内に実施していますか

は い いいえ 無回答 合 計

件 数 308 22 153 483

割 合 63.8％ 4.5％ 31.7％ 100％

（２） 断尾（実施している場合はお答え下さい）

・断尾は、生後７日以内に実施していますか

は い いいえ 無回答 合 計

件 数 426 16 41 483

割 合 88.2％ 3.3％ 8.5％ 100％

（３） 去勢（実施している場合はお答え下さい）

・去勢は、生後７日以内に実施していますか

は い いいえ 無回答 合 計

件 数 379 87 17 483

割 合 78.5％ 18.0％ 3.5％ 100％

（４）個体識別（実施している場合はお答え下さい）

・耳刻を行う場合、生後７日以内に実施していますか

は い いいえ 無回答 合 計

件 数 259 79 145 483

割 合 53.6％ 16.4％ 30.0％ 100％

（５） 病気、事故等の措置

・治療を行っても回復の見込みがない場合や、著しい生育不良や虚弱で回復する

見込みのない場合で、安楽死を採用することとなった際には 「動物の殺処分方、

法に関する指針（平成７年総理府告示第40号 」に準じ、できる限り動物に苦痛）

を与えない方法で処置を行っています

は い いいえ 無回答 合 計

件 数 374 55 54 483

割 合 77.4％ 11.4％ 11.2％ 100％
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（６） その他

・農場における火災や浸水、道路事情による飼料供給の途絶等の緊急事態に対応

するため、危機管理マニュアル等（連絡網等）を作成していますか

は い いいえ 無回答 合 計

件 数 298 167 18 483

割 合 61.7％ 34.6％ 3.7％ 100％



- 7 -

４．ブロイラー（回答数773件／773件）

（１） 病気、事故等の措置

・治療を行っても回復の見込みがない鶏や、著しい生育不良や虚弱な鶏は、適切

な方法（頸椎脱臼等）で安楽死の処置を行っていますか

は い いいえ 無回答 合 計

件 数 730 43 0 773

割 合 94.4% 5.6% 0% 100％

（２） 鶏舎の環境

・一定時間の暗期を設けていますか

は い いいえ 無回答 合 計

件 数 325 446 2 773

割 合 42.0% 57.7% 0.3% 100％

（３）その他

・農場における火災や浸水、道路事情による飼料供給の途絶等の緊急事態に対応

するため、危機管理マニュアル等（連絡網等）を作成していますか

は い いいえ 無回答 合 計

件 数 725 46 2 773

割 合 93.8% 5.9% 0.3% 100％
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５．採卵鶏（回答数283件／512件）

（１） 羽つつき防止

ビークトリミング（実施している場合はお答え下さい）

・ビークトリミングは、餌付け後10日以内の鶏に実施していますか

は い いいえ 無回答 合 計

件 数 171 12 100 283

割 合 60.4％ 4.2％ 35.3％ 100％

・ビークトリミングを行う際は、処置範囲を最小限にとどめるなど可能な限り苦

痛を感じさせない方法で行っていますか

は い いいえ 無回答 合 計

件 数 166 5 112 283

割 合 58.7％ 1.8％ 39.6％ 100％

（２） 誘導換羽（休産 （実施している場合はお答え下さい））

・誘導換羽は、綿密な管理の下で健康な鶏に実施していますか

は い いいえ 無回答 合 計

件 数 181 2 100 283

割 合 64.0％ 0.7％ 35.3％ 100％

・誘導換羽実施中に異常（通常よりも死亡率が高い、健康状態が明らかに悪化し

ている等）が見られた場合は、誘導換羽を中止していますか

は い いいえ 無回答 合 計

件 数 171 9 103 283

割 合 60.4％ 3.2％ 36.4％ 100％

・誘導換羽実施中に水を飲ませていますか

は い いいえ 無回答 合 計

件 数 184 1 98 283

割 合 65.0％ 0.4％ 34.6％ 100％
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・飼料を給与しながら換羽を誘導する方法の実施、または導入を検討しています

か

は い いいえ 無回答 合 計

件 数 118 62 103 283

割 合 41.7％ 21.9％ 36.4％ 100％

（３） 病気、事故等の措置

・治療を行っても回復の見込みがない鶏や、著しい生育不良や虚弱な鶏は 「動、

物の殺処分方法に関する指針（平成７年総理府告示第40号 」に準じた適切な方）

法（頸椎脱臼等）で安楽死の処置を行っていますか

は い いいえ 無回答 合 計

件 数 241 33 9 283

割 合 85.2％ 11.7％ 3.2％ 100％

（４） その他

・農場における火災や浸水、道路事情による飼料供給の途絶等の緊急事態に対応

するため、危機管理マニュアル等（連絡網等）を作成していますか

は い いいえ 無回答 合 計

件 数 205 64 14 283

割 合 72.4％ 22.6％ 5.0％ 100％
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（参照資料）

○（公社）畜産技術協会「アニマルウェルフェアの考え方に対応した飼養管理指針」及び同指針に基づく

飼養管理の実施状況調査結果

http://jlta.lin.gr.jp/report/animalwelfare/

○国際獣疫事務局（ )「陸生動物衛生規約」のうちアニマルウェルフェア章OIE

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=titre_1.7.htm


